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≪ご意見の提出方法 ≫　
　1月14日火から 2月 28 日金までに、
｢用途地域等の見直し方針（素案）、
都市計画道路の見直し方針（素案）」と
記入し、素案に対する意見、氏名、住所、
電話番号を書いて次のいずれかの方法
で送付してください。

◇電子メール toshi@city.nabari.mie.jp
◇ファクス　63‐4677　
◇郵便　
◇直接持参
≪提出先≫　都市計画室
　（〒 518‐0492 鴻之台 1‐1）　
※広報対話室でも受け付けます。
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計
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。

 

こ
の
た
び
、
見
直
し
方
針
の
素

案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
素
案

に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

市民の皆さんの
意見を反映する

条例や市の重要な計画などを
素案の段階で市民に公表し
それに対しての意見を
考慮して意思決定を
行う制度です
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地域名（ 会場 ）
1 月 18日土 午前 10時～
　　25日土 午後 2時～
　　25日土 午後 7時～
　　26日日 午前 11時～
　　26日日 午後 1時 30分～
　　30日木 午後 7時～
　　31日金 午後 7時 30分～
2月  1 日土 午後 7時～
　　  7 日金 午後 7時～
　　  8 日土 午後 5時～
　  　8日土 午後 7時～
　  　9日日 午前 11時～
   　14日金 午後 7時～
      15 日土 午後 1時 30分～           

すずらん台（すずらん台市民センター）
川西・梅が丘（梅が丘市民センター）
青蓮寺・百合が丘（百合が丘市民センター）
薦原（薦原公民館）
つつじが丘・春日丘（つつじが丘公民館）
名張（名張公民館）
赤目（赤目公民館）
鴻之台・希央台（防災センター）
箕曲（箕曲公民館）
蔵持（蔵持公民館）
錦生（錦生公民館）
つつじが丘・春日丘（春日丘集会所）
比奈知（比奈知公民館）
桔梗が丘（桔梗が丘公民館）

開催日時

■ 地域懇談会も開催します。ぜひご参加ください 

ケータイ
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報広

容な内主

市政と暮らしを結ぶ情報紙

2 …… 小型家電のリサイクル回収を始めます
3 …… 高額医療・高額介護合算療養費制度、国津の杜の行事
4 …… 2月の相談、まちづくり仕掛け人

2014年（平成26年） 　1月12日日発行
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※用途地域・・・住宅地、商業地、工業地など市街地の環境を守るためにその区域を指定し、環境にそぐわない用途の建物が立地することを制限するものです。
※都市計画道路・・・都市計画に基づき、将来の道路整備に必要な区域をあらかじめ明確化し、その予定区域の土地利用に一定の制限を課している計画道路。
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　市ホームページ、または、公民館・市民センター、市役所4階 都市計画室、
1階 案内、2階 広報対話室でご覧いただけます。

■ ご意見の提出方法・提出先 

■ 素案をご覧ください。あなたのご意見をお寄せください 

素案

1
月
14
日
火
〜
2
月
28
日
金

意
見
募
集
期
間

※ 美旗・国津地域は、日程調整中です。


